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Ⅰ．はじめに 

 

〈災害発生時における行政機能等の確保の必要性〉 

東日本大震災は、多くの方々の尊い命を奪うとともに、被災地をはじめとする我が

国の社会経済に甚大な被害を与える未曾有の大災害となり、我々は改めて自然災害の

恐ろしさを目の当たりにさせられた。 

災害発生時には、平常時にも増して国や地方公共団体等の機関には迅速な対応が求

められる。しかしながら、東日本大震災においては、災害発生直後に緊急輸送道路の

確保などの対応が行われた一方で、想定を大きく上回る津波の来襲によって庁舎等が

被災し、救難・救助や復旧に困難が生じた事例が見られた。 

このことから、災害対策等の活動拠点である官公庁施設の機能確保の重要性が再認

識された。併せて、施設整備だけで巨大災害への十分な対策を講じることは困難であ

ることも明らかになった。 

世界有数の地震国である我が国においては、このような東日本大震災の教訓を踏ま

え、改めて官公庁施設の機能確保の考え方を整理することが急がれる課題である。 

 

〈東日本大震災における被害の特徴〉 

これまでの官庁施設の地震災害対策については、阪神・淡路大震災後の平成８年６

月の建築審議会答申「官公庁施設の地震防災機能の在り方について」に基づいて進め

られてきた。阪神・淡路大震災は直下型地震であり、官庁施設の主たる被害が地震力

によるものであったため、同答申では官庁施設の耐震性能の確保に重点を置いた。 

それを踏まえた施策の結果、東日本大震災時にあっては、震源がやや遠方に位置し

たこともあって、地震力による官庁施設への被害はマグニチュード９．０の地震規模

を考えればそれほど大きくなかった。しかしながら一方で、沿岸地域の官庁施設にお

いて津波による被害が顕著であり、活動拠点室等への浸水により災害応急対策活動等

に困難が生じた事例も見られた。また、一部の官庁施設において長時間にわたる長周

期地震動（以下「長時間長周期地震動」という。）や地盤の液状化等による被害が見ら

れた。これら東日本大震災の特徴を踏まえ、本答申では官庁施設の防災機能の確保の

ため、津波対策の強化や長時間長周期地震動への対応などについて、その考え方や講

ずべき施策を取りまとめた。 

 

〈津波災害対策の検討の方向性〉 

国の中央防災会議が作成する「防災基本計画」では、津波災害対策の検討に当たっ

て次の２つのレベルの津波を想定することが基本とされている。 

・発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす 大クラス

の津波（以下「レベル２津波」という。） 



 

2 
 

・ 大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害

をもたらす津波（以下「レベル１津波」という。） 

現在、津波災害対策に関わる各行政機関において、上記の２つのレベルの津波を想

定した対策の検討が行われ、一部が実施に移されている。本答申においてもこれら２

つのレベルの津波を想定し、レベル１津波に対しては「防災」の考え方を基本として、

レベル２津波に対しては「減災」の考え方を基本として津波発生時における官庁施設

の機能確保の具体的な方針を明らかにした。 

 

〈記載の考え方〉 

南海トラフ巨大地震や首都直下地震への対策が急務となっており、新築の場合はも

とより、既存官庁施設について必要な対策を早急に講じる必要がある。このため、本

答申においては、特に既存官庁施設に対する津波対策の検討や実施の手順及び考え方

に重点を置いた。 

また、津波発生時における官庁施設の機能確保のためには、施設整備と施設運用管

理が連携し、一体的な津波対策を推進することが不可欠である。このため、本答申に

おいては、施設整備上の対策だけでなく施設運用管理上の対策に関する考え方につい

ても示している。  

なお、次項「Ⅱ．大津波等を想定した官庁施設の機能確保の基本的考え方」の各項

目は、主として下表に示す各機関が参照することを想定している。 

 

表１ 機能確保の基本的考え方の項目と参照を想定している機関 

Ⅱ．の項目 

参照を想定している機関 

施設整備を 

行う機関 

施設運用管理を 

行う機関 

１． （１）、（５） ○ ○ 

（２）、（３）、（４）の１）  ○ 

（４）の２）、（４）の３) ○  

２． 全項目 ○  

３． （１） ○ ○ 

（２） 保全指導等を実施する機関（国土交通省）

 

今後、関係各機関の連携の下に、本答申の趣旨を踏まえた施策が推進され、国家機

関の建築物はもとより地方公共団体等の建築物の防災機能強化が図られることが望ま

れる。 
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Ⅱ．大津波等を想定した官庁施設の機能確保の基本的考え方 

 

官庁施設は、当該施設を使用する国家機関（以下「各機関」という。）の事務及び事

業（以下「業務」という。）が適切に実施されるように、所要の機能が確保されなけれ

ばならない。施設整備による機能確保には、大別すると新築と改修の二つがある。そ

のいずれを用いるかについては、対象となる官庁施設に必要な機能や整備に要する費

用等を勘案し、総合的に判断される必要がある。 

沿岸地域には、これまでに整備した官庁施設が数多く存在し、それらへの津波対策

は必ずしも十分なものとはなってない。その状況を踏まえ、次項「津波対策」におい

ては、特に、既存官庁施設に対する津波対策の検討や実施の手順及び考え方を具体的

に示している。その中で、個々の既存官庁施設における適切な津波対策（新築、改修

等）の選択が可能なように判断の考え方を明らかにしている。 

また、津波対策と同様に今回の震災で改めてその必要性が認識された「地震対策の

拡充」と「適切な使用・保全の推進」についても、その基本的考え方を示している。 

 

１．津波対策 

官庁施設は、本来、津波災害の危険性が低い場所に立地すべきである。 

しかしながら、官庁施設の中には、港湾関係業務を行う機関のように沿岸地域に所

在する必要性が高い機関が使用する施設があり、このような施設の大多数が沿岸地域

に立地している。また、沿岸地域を中心に市街地が広がっている場合などでは、この

ような施設に限らず多くの官庁施設が沿岸地域に立地している。 

結果として、多数の既存官庁施設が津波による浸水のおそれのある地域（以下「津

波浸水地域」という。）に立地しており、また今後も官庁施設が津波浸水地域に立地せ

ざるを得ない場合がある。 

このため、津波浸水地域に立地する官庁施設については、必要な津波対策の実施に

よって施設内の執務にあたる職員及び来庁者（以下「在庁者」という。）の安全を確保

し、各機関が行う業務に支障が生じないようにする必要がある。 

 

（１）機能確保の目標の設定 

１）津波浸水地域に立地する官庁施設における機能確保の目標 

「防災基本計画」においては、レベル２津波に対しては、住民等の生命を守るこ

とを 優先として、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重

防御」による地域づくりを推進するとともに、地域の状況に応じた総合的な対策を

講じるものとされた。また、レベル１津波に対しては、人命保護に加え、住民財産

の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全



 

4 
 

施設等の整備を進めるものとされた。 

この考え方を踏まえ、津波浸水地域に立地する官庁施設においては、次のとおり

レベル１津波とレベル２津波に対する業務上の機能確保の目標（以下「対津波機能

目標」という。）を設定し、新築の場合はもとより、既存官庁施設についても必要な

措置を講じてその達成を目指すべきである。 

・いずれのレベルの津波においても在庁者の安全確保を 優先の目標とする。 

・その上で、レベル１津波に対しては、津波の収束後に、各機関の業務の早期

再開が可能となることを目標とする。 

・また、災害応急対策活動を行う機関（以下「災害対策機関」という。）が使

用する施設においては、レベル１津波はもとよりレベル２津波に対しても、

津波発生時に当該活動が可能となることを目標とする。 

なお、上記の目標は、官庁施設を整備する上での対策（以下「施設整備上の対策」

という。）だけではなく、施設運用管理上の対策等と連携した総合的な対策によって

達成することを想定したものである。 

２）レベル１津波に対する機能確保の考え方 

レベル１津波に対しては、その越流を防止することを目標として、海岸堤防等の

海岸保全施設の整備が海岸管理者によって進められている。 

海岸保全施設等が整備されれば、後背地における津波被害は防ぐことができるこ

とになり、官庁施設においても在庁者の安全確保はもとより、津波発生時の災害応

急対策活動や、津波の収束後に各機関の業務の早期再開が可能となる。 

このため、地域の海岸保全施設等の整備状況を踏まえ、必要に応じ、当面の対策

として、施設整備上の対策や施設運用管理上の対策を講じる必要がある。 

なお、レベル１津波に対する各機関の業務再開の時期は、ライフライン等の被害

の程度とその復旧状況に大きく影響されることに留意する必要がある。 

３）レベル２津波に対する機能確保の考え方 

レベル２津波に対しては、「減災」の考え方に基づき、施設整備上の対策を各機関

による施設運用管理上の対策（例えば、津波発生時の避難計画、災害応急対策活動

の実施に関する運用規則等）と連携して実施する必要がある。 

例えば、施設運用管理上の対策として、施設近傍の高台等に、安全な避難場所と

災害応急対策活動のための代替拠点が確保されれば、レベル２津波に対する対津波

機能目標は達成されることになる。 

 

（２）既存官庁施設の現状把握 

津波浸水地域に立地する既存官庁施設に関して、対津波機能目標の達成状況を把握

し、目標未達成の施設については、それらを有効に活用するための方策を検討する必

要がある。このため、津波防災に関する既存官庁施設の現状を速やかに把握する必要
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がある。 

現状把握は、必要に応じて次のような項目について行うべきである。 

○地域の津波対策に関すること 

・想定される浸水深（以下「想定浸水深」という。） 

・海岸保全施設等の整備状況 

・高台等の安全な避難場所までの距離等 

・上下水道、ガス、電気等のライフラインの状況 

・津波により危険物が漂着する可能性 

○施設整備上の対策に関すること 

・各機関の業務（災害応急対策活動の有無など） 

・敷地の標高 

・建築物の高さ 

・水防設備（水防板等）の状況 

・重要機器等の配置状況 

・非常用電源の確保状況 

・波圧等の外力に対する構造体の性能 

○施設運用管理上の対策に関すること 

・津波発生時の避難計画 

・災害応急対策活動の実施に関する運用規則 

なお、現状把握のための調査については、官庁施設を管理する国家機関（以下「施

設管理機関」という。）と連携して実施する必要がある。 

 

（３）現状把握の結果分析 

現状把握の結果を踏まえ、次のような視点で分析を行う必要がある。 

①津波による被災の可能性があるか。 

②被災の可能性がある場合、対津波機能目標が達成されているか。 

③目標が未達成の場合、被災によって業務上どのような影響が生じるか。 

④目標が未達成となっている要因は何か。 

なお、上記の分析のうち、施設運用管理上の対策に関する分析は各機関において行

われるべきである。分析に当たっては、施設運用管理の前提となる条件（施設の状況、

想定浸水深等）と対策（避難計画等）との整合性などについて確認すべきである。 

 

（４）津波対策の検討 

上記の分析の結果、対津波機能目標を達成していない既存官庁施設については、必
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要な津波対策を行う必要がある。 

津波対策は、施設運用管理上の対策と施設整備上の対策（改修による対策又は建て

替え等による対策）のいずれか又は組み合わせによることとし、それぞれの対策に関

する検討は次のように行うことが適当である。 

１）施設運用管理上の対策の検討 

①在庁者の安全確保に関する検討 

施設運用管理上の対策のうち、在庁者の安全を確保するための対策の検討に当

たっては、各施設の現状に応じて次のような項目を考慮するべきである。 

・安全な避難場所の選定 

・避難のルート及び手段 

・津波警報等発令時の避難誘導 

②災害応急対策活動の実施に関する検討 

施設運用管理上の対策のうち、災害応急対策活動の実施を可能にするための対

策の検討に当たっては、各施設の現状に応じて次のような項目を考慮するべきで

ある。 

・代替拠点の確保 

・津波警報等発令時の初動体制 

・通信機器等の活動に必要な機材の確保 

２）施設整備上の対策の検討 

①改修による対策の検討 

施設整備上の対策には財政的な負担が伴うため、既存官庁施設の有効活用の観

点からも、まずは改修による対津波目標の達成の可能性について検討する必要が

ある。 

具体的には、レベル１津波に対しては、海岸保全施設等の整備状況を踏まえ、

各施設の状況に応じて、次のような項目に関して合理的な改修計画が立案できる

かを検討する必要がある。 

・浸水が想定される高さよりも上階への主要室、重要な設備機器等の配置 

・水防設備（止水板等）の設置 

また、レベル２津波に対して、同様に次のような項目について、合理的な改修

計画が立案できるかを検討する必要がある。 

・基準水位※1よりも上階への一時的避難場所、防災拠点となる室等、必要な設

備機器等の配置 

・設備システムの系統分離等による電力や通信機能の確保 

                                                  
※1 基準水位：津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３号）及び津波防災地域づくりの推

進に関する基本的な指針（平成２４年国土交通省告示第５１号）に基づき 大クラスの津波に

対して設定される水位 
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・波圧等の外力に対する構造体の性能確保 

・備蓄倉庫の整備 

なお、上記の項目のうち、施設内での室等の入れ替え等が伴う項目については、

改修計画の検討に当たって各機関と十分な調整を行う必要がある。 

②建て替え等による対策の検討 

対津波機能目標を達成できる合理的な改修計画が立案できない場合には、建て

替え等（現地建て替え又は別地への移転新築）の計画を検討する必要がある。 

その際、次に示すような施設の立地条件※2が計画に与える影響が極めて大きい

ため、施設の立地条件と施設整備の内容（建築物の高さ等）を総合的に検討して、

も合理的な計画を立案する必要がある。 

・想定浸水深 

・海岸保全施設等の整備状況 

・高台等の安全な避難場所までの距離等 

・上下水道、ガス、電気等のライフラインの状況 

・津波により危険物が漂着する可能性 

なお、建て替え等の検討に当たっては、日常の業務における利便性や地域の文

化、風土等にも配慮すべきである。 

３）ファシリティマネジメントの視点からの検討 

上記２）の検討に当たっては、建築物単体としての検討と同時に、一定エリア内

の国家機関の建築物について群として効率的・効果的な整備を目指すファシリティ

マネジメントの視点から、各機関の別施設への移転を含めた検討が重要である。 

例えば、現在使用している施設では災害応急対策活動が実施できない場合でも、

災害対策機関を別施設に移転させることで、施設整備に要する費用を抑えつつ一定

エリア内の官庁施設（群）に求められる機能を満足するような計画が立案できるケ

ースもある。 

なお、津波防災地域づくりの重要性に鑑み、ファシリティマネジメントの視点か

らの検討に当たっては、国家機関の建築物に限らず地方公共団体等の建築物を含め

た検討を行い、地域防災における国と地方公共団体の連携を踏まえた効率的・効果

的な整備を目指すことが望ましい。 

 

（５）津波対策の実施 

１）津波対策の計画的な実施 

対津波機能目標を達成していない既存官庁施設について、上記の検討を踏まえ、

次のような考え方により、津波対策を実施する必要がある。ただし、南海トラフ巨

                                                  
※2 施設の立地条件：（２）の「○地域の津波対策に関すること」の項目の再掲 
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大地震による津波で浸水が見込まれる施設などの、緊急に対策が必要とされる施設

については、所要の対策を速やかに講じる必要がある。 

・施設運用管理上の対策については、在庁者の安全確保対策を 優先とし、必

要な対策が可及的速やかに実施されること。 

・施設整備上の対策については、津波発生時に各施設が被災する可能性や、想

定される被害の程度等に応じて計画的に実施すること。 

・結果として、施設運用管理上の対策と施設整備上の対策（改修による対策又

は建て替え等による対策）のいずれか又は組み合わせのうち、対津波機能目

標を達成できる合理的な対策が講じられること。 

なお、主に施設運用管理上の対策によって対津波機能目標が達成されている場合

などでは、津波に対する防災機能の確実性を高めるための対策を継続的に検討する

必要がある。 

２）施設整備上の対策の実施に当たっての留意事項 

施設整備上の対策の実施に当たっては、その企画・設計段階において次の点に留

意する必要がある。 

①各機関との調整 

各機関に対して次のような事項を確認し、必要なスペースの確保などの施設整

備上の対策について、従前にも増して綿密な調整を行うこと。 

・在庁者の避難に関する考え方 

・水損や流失が許されない資料等の保有に関する考え方 

・自家発電設備用の燃料や非常食等の備蓄に関する考え方 

・当該施設（駐車場等の敷地内のオープンスペースを含む）に求める防災拠点

としての機能 

②地方公共団体との調整 

官庁施設は地域社会の中核施設の一つである。このため、津波浸水地域に立地

する官庁施設については、「地域防災計画」等を踏まえ、次のような地域ニーズ

に配慮した整備を行うことによって、地域の津波防災に積極的に寄与していくこ

と。 

・地域の一時的な避難施設とする必要性 

・災害応急対策活動のために地方公共団体等が一時的に使用する必要性 

・海抜表示サインなどの情報提供を行う必要性 

なお、建て替え等に際して、地方公共団体から地域の一時的な避難施設として

の整備を要請された場合には、必要に応じ、基準水位よりも上階に一時的避難場

所を確保するため、地方公共団体との合築も視野に入れて幅広く検討を行うこと。 

③経済的な合理性の確保 

施設整備の設計に当たっては、個別の対策ごとに、その必要性や効果と導入に
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よるコスト増や維持管理上の負担増について十分な検討を行うとともに、将来的

な室等の用途等の変更にも柔軟に対応できるよう配慮すること。 

 

２．地震対策の拡充 

東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震は、揺れの継続時間が非常に長

いことが特徴とされており、官庁施設においても、耐震性能の不足による構造体への

重大な損傷は少なかったものの、長時間の揺れに起因すると思われる被害が数多く見

られた。 

このため、これまでの耐震性能確保に主眼を置いた地震対策に加え、今後、長時間

の揺れによる被害を防止するための対策を拡充する必要がある。 

 

（１）講じるべき対策 

今回の震災において、長時間長周期地震動による高層や免震構造等の長周期の建築

物の大きな揺れや、地盤の液状化による屋外管路等への被害、天井の落下や家具等の

転倒等が見られた。このため、今後、これらの被害を防止するための次のような対策

を講じる必要がある。 

１）長時間長周期地震動対策 

高層や免震構造等の長周期の建築物について、地震時の損傷を抑制するなどの対

策や、エレベーター設備についてロープ類の引掛り防止等の対策を講じること。 

また、高層の建築物のように、地震による外力を受けた構造体の損傷状況の目視

による確認が困難な建築物については、地震時の安全確認のために損傷状況を速や

かに把握できるような措置を講じること。 

２）地盤の液状化対策 

これまで必ずしも十分な検討が行われてこなかった屋外管路下や構内通路などに

ついて、地域の上下水道等の耐震化の状況等を踏まえつつ、災害時に敷地外の管路

や通路との接続を確保できるよう液状化対策を進めること。 

３）天井や家具等の落下等防止対策 

天井や外装材等の落下、家具や屋外掲示板等の転倒等は、在庁者に直接危害を及

ぼす可能性があるほか、避難に支障を生じさせる可能性もあるため、その固定を適

切に行うことなどによって地震動による落下等の防止を図ること。 

ただし、家具等については各機関が設置する場合が多いため、施設整備の段階で

は家具等を固定するための下地材の補強等の措置を講じておき、その場所と固定方

法を確実に各機関に伝達することが重要である。 
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（２）地震対策の実施 

地震対策の実施に当たっては、従前からの耐震性能確保の取組みを継続するとと

もに、必要に応じて上記の対策を新築、改修を通じて適切に実施する必要がある。

なお、既存官庁施設については、各施設の状況に応じてエレベーター設備などの安

全性向上を図るために必要な改修等を実施すべきである。 

 

３．適切な使用・保全の推進 

官庁施設の機能が発揮されるためには、各機関によって施設が適切に使用され、ま

た施設管理機関によって適正に保全されている必要がある。 

各機関が施設を適切に使用するためには、施設整備を担当した機関から各機関に対

して、施設機能等の情報が伝達されている必要がある。 

また、施設管理機関によって適正な保全が行われるようにするためには、国土交通

省による保全に関する総合的な指導・支援（以下「保全指導等」という。）が重要であ

る。 

万一、災害発生時に官庁施設が適切に機能せずに災害応急対策活動等に支障が生じ

れば、それが被害の拡大につながるおそれもあるため、各機関への確実な情報伝達と

施設管理機関に対する保全指導等を適切に行う必要がある。 

 

（１）確実な情報伝達の推進 

１）伝達すべき情報 

地震等の災害発生時に各機関が行う避難誘導や災害応急対策活動が確実に行われ

るようにするため、施設整備を担当した機関から各機関に対して、施設が有する地

震防災機能等の情報が的確に伝達される必要がある。 

例えば、津波警報等が発令された場合、災害対策機関は当該施設における業務継

続の可否について、各機関は上層階への避難の可否について、即座に判断する必要

がある。このため、レベル２津波の基準水位よりも上階に一時避難場所が確保され

ているか否か、波圧等の外力に対する構造体の性能など、その判断に必要な情報が

各機関に確実に伝達される必要がある。 

また、災害対策機関に対しては、自家発電設備や水防設備など、当該活動の実施

に必要な設備機器等に関する情報が的確に伝達される必要がある。 

さらに、災害後の業務再開に際しては、各機関が施設の緊急点検や応急復旧等を

行う必要があるため、緊急点検や応急復旧の項目や方法、設備機器の再稼働に当た

っての留意事項などが的確に伝達される必要がある。 

２）情報伝達の方法 

各機関に伝達された情報は、施設運用管理上の対策に反映され、業務継続計画に

位置づけられることなどにより長期間にわたって継承されていくべきである。 
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ただし、マニュアル等による情報伝達は正確ではあるが簡潔さに欠ける側面もあ

るため、マニュアル等による情報伝達に加え、必要に応じ、施設内の見易い場所に

施設を使用する上での留意事項や避難誘導のためのサイン等を掲示するなどの工夫

が必要である。 

 

（２）保全指導等の推進 

災害発生時に官庁施設が求められる機能を発揮するためには、施設の各部が施設管

理機関によって適正に保全されている必要がある。 

施設管理機関による適正な保全を推進するため、これまでも、保全に関する技術的

基準の策定などの保全指導等の取組みが進められてきた。 

災害発生時の官庁施設の機能確保にとって、適正な保全が特に重要であることから、

今後もそれらの取組みを一層推進していく必要がある。 

特に、防災拠点となる室等の各部や、災害応急対策活動に必要な設備機器、転倒等

によって在庁者の避難に支障を及ぼすおそれのある家具等について、固定の不備など

支障のある状態が生じないよう適正な保全が行われることが重要である。 
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Ⅲ．当面実施すべき施策について 

 

上記Ⅱ.の考え方を踏まえ、国土交通省は次の施策を積極的に推進して、官庁施設に

おける一層の防災機能の強化を図るべきである。 

なお、施策の進捗状況等については、適宜、官公庁施設部会に報告すること。 

 

１．関連基準等の拡充 

官公庁施設の建設等に関する法律（昭和２６年法律第１８１号）に基づく国家機関

の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準（平成６年建設省告示

第２３７９号。以下「位置、規模及び構造に関する基準」という。）において津波への

対応を明確化する。 

また、官庁施設の整備に係る技術基準において津波対策に関する規定を追加する。

その際、津波による浸水に対して官庁施設が保有するべき性能を明確化し、その性能

を確保するための標準的な手法を明示する。 

高層や免震構造等の長周期の建築物に対する地震時の変形抑制などの長時間長周期

地震動対策、屋外管路下などの液状化対策及び天井や家具等の落下等防止対策につい

て技術基準の内容を拡充する。 

さらに、施設整備に係る基準の見直しに対応して、保全に関する基準や、各機関に

施設機能等に関する情報を確実に伝達するための指針等についても必要な見直しを行

う。 

 

２．既存官庁施設への津波防災に係る調査等の実施 

位置、規模及び構造に関する基準における津波への対応の明確化に伴い、官庁施設

において確保すべき機能の検討に必要となる既存官庁施設の現状調査・分析（津波防

災診断）の方法を定めて各省各庁に周知し、必要に応じて各省各庁による津波防災診

断の実施に対して技術的支援を行う。 

国土交通省が整備を担当する官庁施設については、津波防災診断の結果をとりまと

めるとともに、各機関と協力し、施設運用管理と施設整備が連携した一体的な津波対

策の検討を行う。 

 

３．関連基準等に基づく施設整備の推進 

官庁施設の新築に当たっては、本答申を踏まえて改正した技術基準に基づいた整備

を行い、津波や長時間長周期地震動等に対する防災機能の強化を図る。 
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既存官庁施設に対しては、新築と同等の機能確保を目途に必要な改修を計画的に実

施する。特に津波浸水地域に立地している既存官庁施設に対しては、津波防災診断の

結果を踏まえ、各機関及び地方公共団体と必要な調整を行った上で、施設運用管理上

の対策と連携した改修を実施する。 

 

４．津波防災の視点を踏まえた意見書制度等の実施 

官公庁施設の建設等に関する法律に基づき、各省各庁が作成する営繕計画書に対し

て、国土交通大臣が技術的見地から意見を述べる意見書制度の実施に当たり、津波防

災の視点を明確化する。 

また、一定エリア内の国家機関の建築物の群としての効率的・効果的なファシリテ

ィマネジメントを行うために策定する庁舎等地域整備構想についても、津波防災の視

点を明確化する。 

 

５．関係機関との情報共有の推進 

施設運用管理上の対策に役立てられるよう、各機関に対して、施設に関する防災機

能等の情報を適時に、かつ確実に伝達する。 

また、地震や津波の発生する時間はまだ正確には予測できないため、施設運用管理

上の対策と施設整備上の対策の整合性を継続的に保持していく必要がある。このため、

想定浸水深や海岸保全施設等の状況などの地域の津波対策に関する状況の変化につい

て各機関と情報共有を図る。 

官庁施設の防災機能強化を図る上で、ファシリティマネジメントの視点からより効

率的・効果的な施設整備を行うため、地域における公共建築等の整備状況等について、

地方公共団体等を含む関係機関との情報共有を図る。 

 

６．地方公共団体等への情報提供等 

地方公共団体、独立行政法人等の所管する建築物についても、災害発生時にその機

能を確保する重要性は高く、また、防災機能強化に関して官庁施設と同様の課題があ

る。 

地域における公共建築等の防災機能強化に資するため、上記の施策について、広く

地方公共団体等に対して情報提供を行うとともに、求めに応じて必要な助言等を行う。 

 

 


